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改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項（その他の取引ルール）について 

№ 項目 内容 定めた理由 

1 開場の期日 １ 市場は，次に掲げる日を除き，毎日開場する。 

⑴ 日曜日（１月５日及び１２月２７日から３０日までの日曜

日を除く。） 

⑵ 水曜日（当該水曜日が属する週の月曜日から土曜日までの

間に第３号に掲げる日が存する場合の水曜日又は１月５日及

び１２月２７日から３０日までの水曜日を除く。） 

⑶ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

⑷ １月２日から同月４日まで及び１２月３１日 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず，出荷者及び消費者の利益を

確保するため特に必要があると認めるときは，休業日に開場し，

又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは，休業日以

外の日に開場しないことができる。 

３ 休業日に開場し，又は休業日以外の日に開場しないときは，卸

売業者は，直ちに，業務上必要と認める者に通知しなければなら

ない。 

４ 卸売業者は，開場日に臨時に休業し，又は休業日に臨時に営業

しようとするときは，あらかじめ，その期日及び理由を記載した

届出書を市長に提出しなければならない。 

生鮮食料品等の安

定的な流通を確保

するため 

2 卸売業者の

使用許可 

 

１ 市場において卸売の業務を行おうとする者は，取扱品目の部類

ごとに，市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，許可の申請が次のいずれかに該当するときは，許可を

しない。 

⑴ 申請者が法人でないとき。 

⑵ 申請者の役員に次のいずれかに該当する者があるとき。 

ア 破産者で復権を得ないもの 

イ 禁錮以上の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算し

て３年を経過しないもの 

ウ 仲卸業者の役員又は使用人である者 

⑶ 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な資力及び

信用を有しないと認めるとき。 

⑷ 申請者が仲卸業者であるとき。 

⑸ 申請者が宇都宮市暴力団排除条例第２条第１号に規定する

暴力団又は同条第５号に規定する密接関係者であるとき。 

⑹ 申請者が暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員

等をその業務に従事させているとき。 

適正かつ健全な卸

売業務を確保する

ため 

3 せり人の届

出 

１ 卸売業者は，市場において卸売を行うせり人について，市長に

届け出なければならない。 

適正なせり売を確

保するため 

4 卸売業者の

届出事項 

１ 卸売業者は，次のいずれかに該当するときは，遅滞なく，その

旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 卸売の業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したとき。 

適正な卸売業務を

確保するため 
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⑵ 名称，住所又は役員に変更があったとき。 

⑶ 取扱品目ごとのせり開始時刻を定め，又は変更したとき。 

２ 卸売業者又はその清算人は，次のいずれかに該当するときは，

遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 卸売業者が解散したとき。 

⑵ 卸売業者又はその役員が破産手続開始の決定を受けたと

き。 

⑶ 卸売業者又はその役員がその業務に関し訴訟の当事者とな

ったとき，又はその判決があったとき。 

5 卸売業者の

記章の着用

等 

１ 卸売業者は，その役員及び使用人に，市場内においては常に，

当該卸売業者を識別できる記章，制服等を着用させなければな

らない。 

２ せり人は，卸売のせり売に従事するときは，せり人であること

を識別できる記章，帽子等を着用しなければならない。 

卸売業者やせり人

であることを明示

するため 

6 仲卸業者の

使用許可 

１ 市場において仲卸の業務を行おうとする者は，取扱品目の部類

ごとに，市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，許可の申請が次のいずれかに該当するときは，許可を

しない。 

⑴ 申請者が法人でないとき。 

⑵ 申請者の役員に次のいずれかに該当する者があるとき。 

ア 破産者で復権を得ないもの 

イ 禁錮以上の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算し

て３年を経過しないもの 

ウ 卸売業者の役員又は使用人である者 

⑶ 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な資力及

び信用を有しないと認めるとき。 

⑷ 申請者が卸売業者であるとき。 

⑸ 申請者が暴力団又は密接関係者であるとき。 

⑹ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。 

適正かつ健全な仲

卸業務を確保する

ため 

7 仲卸業者の

事業報告書

の提出 

１ 仲卸業者は，事業年度ごとに，事業の概要書，貸借対照表，損

益計算書等の書類により事業報告書を作成し，当該事業年度経

過後９０日以内に，市長に提出しなければならない。 

仲卸業者の財務や

取引実態等を把握

するため 

8 仲卸業者章

の着用等 

１ 仲卸業者は，仲卸業務に従事するときは，市長が交付する仲卸

業者章を着用しなければならない。 

２ 仲卸業者は，仲卸業者章を亡失し，又は損傷した場合には，直

ちに，その旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。

この場合において，仲卸業者は，その実費を弁償しなければなら

ない。 

３ 仲卸業者は，その資格を失ったときは，遅滞なく，仲卸業者章

を市長に返還しなければならない。 

仲卸業者であるこ

とを明示するため 

9 仲卸業者の

届出事項 

１ 仲卸業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なく，

その旨を市長に届け出なければならない。 

適正な仲卸業務を

確保するため 
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⑴ 仲卸しの業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したとき。 

⑵ 名称，住所又は役員に変更があったとき。 

２ 仲卸業者又はその清算人は，次の各号のいずれかに該当すると

きは，遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 仲卸業者が解散したとき。 

⑵ 仲卸業者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

10 保証金の預

託 

１ 卸売業者・仲卸業者（以下この項において「卸売業者等」とい

う。）は，許可を受けた日から起算して１月以内に，保証金を市

に預託しなければならない。 

２ 卸売業者等は，保証金を預託した後でなければ，その業務を開

始してはならない。 

３ 卸売業者の預託すべき保証金の額は，１，０００万円とする。 

４ 仲卸業者の預託すべき保証金の額は，施設使用料の月額の３倍

とする。 

５ 保証金は，国債証券，地方債証券及び定期預金証書（質権設定

承諾書付き）をもってこれに充てることができる。 

６ 保証金について，差押があったとき，預託すべき保証金の額が

増額されたとき，その他保証金に不足を生じたときは，卸売業者

等は，指定期日までに，当該処分された金額又は不足金額に相当

する金額を追加して預託しなければならない。 

７ 卸売業者等は，保証金の預託を完了しない場合は，指定期日経

過後その預託を完了するまでの間は，その業務を行うことがで

きない。 

８ 保証金は，卸売業者等がその資格を失った日から起算して６０

日を経過した後でなければ，返還しない。 

 

市場使用料を確保

するため 

11 事業の譲渡

し及び譲受

け又は合併

若しくは分

割の届出等 

１ 卸売業者・仲卸業者（以下この項において「卸売業者等」とい

う。）は，市場における卸売又は仲卸の業務に係る事業の譲渡し

をしようとするときは，あらかじめ，市長へ届け出なければなら

ない。 

２ 卸売業者等は，合併又は分割をしようとするときは，あらかじ

め，市長へ届け出なければならない。 

３ 卸売業者等の事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人（卸

売業者等たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者た

る法人が存続する場合を除く。）若しくは合併により設立された

法人若しくは分割により当該業務を承継した法人は，卸売業者

等の許可を受けなければならない。 

 

卸売業者・仲卸業者

の事業の譲り渡し

や合併等を事前に

把握するため 

12 売買参加の

承認 

１ 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売

を受けようとする者（仲卸業者を除く。）は，取扱品目の部類ご

とに，市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は，承認の申請が次のいずれかに該当するときは，承認を

しない。 

円滑なせり売又は

入札を確保するた

め 
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⑴ 申請者が卸売の相手方として必要な資力及び信用を有しな

いと認めるとき。 

⑵ 申請者が暴力団，暴力団員等又は密接関係者であるとき。 

⑶ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させているとき。 

13 売買参加章

の着用等 

１ 売買参加者は，卸売業者が行う卸売に参加するときは，市長が

交付する売買参加者章を着用しなければならない。 

２ 売買参加者は，売買参加章を亡失し，又は損傷した場合には，

直ちに，その旨を市長に届け出て再交付を受けなければならな

い。この場合において，売買参加者は，その実費を弁償しなけれ

ばならない。 

３ 売買参加者は，その資格を失ったときは，遅滞なく，売買参加

章を市長に返還しなければならない。 

売買参加者である

ことを明示するた

め 

14 売買参加者

の届出事項 

１ 売買参加者は，次のいずれかに該当するときは，遅滞なく，そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。 

⑵ 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。 

２ 売買参加者が死亡し，又は解散したときは，その相続人又は清

算人は，遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

適正な売買参加を

確保するため 

15 受託物品の

即日販売 

１ 卸売業者は，当日の卸売開始時刻までに受領した受託物品は，

その日のうちに上場して卸売しなければならない。ただし，委託

者の指示がある場合又は市長が特別の事由があると認める場合

は，この限りでない。 

委託者の保護のた

め 

16 上場の順位 １ 生鮮食料品等の上場は，同一品目の市場到着順に行う。 

２ 卸売業者は，同一品目に属する受託物品と自己の計算による生

鮮食料品等とが同時に到着したときは，受託物品を先に上場す

る。 

委託者の保護のた

め 

17 上場の単位 １ 卸売業者は，上場物品の単位を決定し，又は変更したときは，

遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要が

あると認めるときは，卸売業者に対し，上場物品の単位の変更を

命ずることができる。 

適正なかつ円滑な

卸売を確保するた

め 

18 現品又は見

本による卸

売の原則 

１ 卸売業者が市場において行う卸売は，現品又は見本をもってす

る。 

２ 卸売業者は，見本又は銘柄による卸売をする場合には，卸売開

始時刻前に生鮮食料品等の品目，産地，出荷者，荷印，等級，数

量その他卸売に必要な事項を卸売場の所定の場所に掲示しなけ

ればならない。 

適正かつ円滑な卸

売を確保するため 

19 生鮮食料品

等の配列 

１ 卸売業者は，せり売又は入札の方法により卸売をするときは，

卸売開始時刻前に仲卸業者及び売買参加者が当該生鮮食料品等

の下見が十分できるように，当該生鮮食料品等を卸売場に配列

しなければならない。 

２ 仲卸業者及び売買参加者は，現品又は見本の下見を行い，取引

適正かつ円滑な卸

売を確保するため 
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の円滑化に努めなければならない。 

20 売買取引の

単位 

１ 売買取引の単位は，重量による。 適正かつ円滑な卸

売を確保するため 

21 卸売業者の

第三者販売

の報告 

１ 卸売業者は，市場における卸売の業務について，仲卸業者及び

売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは，毎月，卸売の数

量及び販売金額等を市長に報告しなければならない。 

 

取引の実態を把握

するため 

22 卸売業者の

買戻しの制

限 

１ 卸売業者は，市場においてその取扱品目に属する生鮮食料品等

の卸売をしたときは，市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害

するおそれがないと認める場合を除き，その買受人から当該卸

売に係る生鮮食料品等の販売の委託を引き受け，又は買い受け

てはならない。 

適正かつ円滑な卸

売業務を確保する

ため 

23 仲卸業者の

直荷引きの

報告 

１ 仲卸業者は，卸売業者以外の者からその取扱品目に属する生鮮

食料品等を買い入れて販売したときは，毎月，販売した数量及び

販売金額等を市長に報告しなければならない。 

取引の実態を把握

するため 

24 受託物品の

検収 

１ 卸売業者は，受託物品（市場外で引渡しをするものを除く。）

の受領に当たっては，検収を確実に行い，異状を認めたときは，

市長の指定する検査員の確認を受けなければならない。ただし，

委託者の了承を得られたときは，この限りでない。 

２ 市場外で引渡しをする受託物品の受領に当たっては，卸売業者

又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者か

ら当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行

い，異状を認めたときは，市長の指定する検査員の確認を受けな

ければならない。ただし，委託者の了承を得られたときは，この

限りでない。 

３ 卸売業者は，受託物品の異状については，第１項ただし書及び

前項ただし書に規定する場合を除き，前２項の確認を受けなけ

れば委託者に対抗することができない。 

適正な受託物品の

検収を確保するた

め 

25 受託物品の

受領の通知 

１ 卸売業者は，受託物品を受領したときは，直ちに，委託者に対

して通知しなければならない。ただし，受領した日から３日以内

に売買仕切書を発送するときは，この限りでない。 

適正な受領通知を

確保するため 

26 売買仕切書

の送付 

１ 卸売業者は，受託物品の卸売をしたときは，委託者に対し，当

該受託物品について，次に掲げる事項（卸売代金の変更をしたも

のについては，当該変更に係る次に掲げる事項）を記載した売買

仕切書を送付しなければならない。 

⑴ 品目，等級，単価及び数量 

⑵ 前号の単価に前号の数量を乗じて得た額及びその額に１０

０分の８（軽減対象資産以外のものにあっては，１００分の１

０）を乗じて得た額並びにこれらの合計額 

⑶ 委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担

となる費用の項目及びその額（消費税額及び地方消費税額を

含む。) 

適正な売買仕切を

確保するため 
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⑷ 第２号に規定する合計額から前号に規定する額を控除した

額 

27 卸売をした

生鮮食料品

等の相手方

の明示及び

引取り 

１ 卸売業者は，卸売をした生鮮食料品等の買受人が明らかになる

ように措置しておかなければならない。 

２ 買受人は，速やかに，買受物品を引き取らなければならない。 

３ 卸売業者は，買受人が買受物品の引取りを怠ったと認めるとき

は，その買受物品を当該買受人の費用で保管し，又は催告をしな

いで他の者に卸売をすることができる。 

４ 前項に規定する買受物品の引取りを怠ったと認めるときは，次

のいずれかに該当するときとする。 

⑴ 卸売業者が引渡しの準備を完了し，買受人に引取りを請求

したにもかかわらず，買受人が正当な理由がなくこれを引き

取らないとき。 

⑵ 買受人の所在が不明で，引取りの請求ができないとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか，買受人に不当又は不正な行為

があったと市長が認めたとき。 

５ 第３項の規定により他の者に卸売をした場合において差損金

を生じたときは，当該引取りを怠った買受人がこれを負担しな

ければならない。 

６ 第３項の規定による保管の費用は，買受人がその買受物品を引

取ったときに，前項の差損金は，卸売業者が他の者に卸売をした

ときに，これを支払わなければならない。 

生鮮食料品等の引

き取りのルールを

明示するため 

28 販売原票の

作成等 

１ 卸売業者は，物品の卸売をしたときは，販売原票を作成し，市

長に提出しなければならない。 

２ 卸売業者は，販売原票に基づき売渡票を作成し，買受人に交付

しなければならない。 

･取引の実態を把握

するため 

･適正な物品の売渡

を確保するため 

29 売買取引の

制限 

１ 市長は，せり売又は入札の方法による卸売の場合において，次

のいずれかに該当するときは，売買を差し止め，又はせり直し若

しくは再入札を命ずることができる。 

⑴ 談合その他不正な行為があると認めるとき。 

⑵ 不当な価格が形成されていると認めるとき，又は形成され

るおそれがあると認めるとき。 

公正な取引を確保

するため 

30 衛生上有害

な物品等の

売買禁止等 

１ 市長は，衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品とし

ての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす

可能性がある物品（以下「衛生上有害な物品等」という）が市場

に搬入されないよう努める。 

２ 衛生上有害な物品等は，市場において売買し，又は売買の目的

をもって所持してはならない。 

３ 市長は，衛生上有害な物品等の売買を差し止め，又は撤去を命

ずることができる。 

安全・安心な取引を

確保するため 

31 卸売の結果

等の報告 

１ 卸売業者は，毎開場日，その取扱品目に属する生鮮食料品等に

ついて，次の事項を市長に報告しなければならない。 

 ⑴ その日の品目ごとの卸売予定数量（主要な産地と併せて報告

･開設者において卸

売の結果等を公表

するため 
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すること。売買取引の方法の別に区分して行うこと。） 

 ⑵ 卸売をした数量及び卸売価格（主要な産地と併せて報告する

こと，売買取引の方法の別に区分して行うこと，卸売価格を高

値，中値及び安値に区分して行うこと。） 

２ 卸売業者は，毎月，その取扱品目に属する生鮮食料品等につい

て，その月の前月に卸売をした数量及び卸売金額を市長に報告

しなければならない。 

･取引の実態を把握

するため 

32 卸売代金の

変更の禁止 

１ 卸売業者は，卸売をした生鮮食料品等の卸売代金の変更をして

はならない。ただし，市長の指定する検査員が正当な理由がある

と認めたときは，この限りでない。 

卸売代金の変更の

ルールを明示する

ため 

 


